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研究成果の概要（和文）：発達障害・精神障害（疑いを含む）のある子どもが、二次的障害とし

ての非行・犯罪に移行するリスク・ファクターについて学校及び家庭場面に注目して、日本及

びオーストラリア・ビクトリア州における臨床機関の取組みに関する実態調査を実施した。研

究成果は、研究代表者・研究分担者が責任者となって、各自が所属する大学などを会場に計３

回のシンポジウムを開催し、これらに参加した者を執筆陣とした『非行臨床の新潮流』（仮題）

を編纂作業中である。

研究成果の概要（英文）：Risk factors which lead children with developmental/mental
disorders (including those who are not diagnosed yet) into the delinquent/criminal acts
as “the secondary disorders” are examined, with keeping attention on their situations
at home and school. Researches on the services and efforts offered at the clinical
treatment facilities were done both in Japan and Victoria State, Australia. The outcomes
of the study have already been presented at three occasions at the symposiums held at
the Universities the researchers belonged to. A book “The Neo-trend in clinical Approach
to the Juvenile Delinquency” (a tentative title) is in course of compilation by the
researchers of this study.
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１．研究開始当初の背景
2006 年 10 月、前年２月に大阪府で起きた

教職員３人が殺傷された事件で、18 歳の加害

少年に懲役 12 年の判決が言い渡された。こ
のように少年による殺人のような重大事件
でしばしば精神鑑定が実施され、行為障害や
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発達障害といった精神医学上の診断名が付
されるようになった。精神医学の側からは、
早幼児期脳障害→注意欠陥・多動性障害
（AD/HD）→反抗挑戦性障害→行為障害→反
社会性人格障害への移行が問題視されてい
る。特に、AD/HD やアスペルガー障害のよ
うな発達障害のある非行少年には、家庭環境
や学校適応などに二次的障害が見られると
指摘されている。

２．研究の目的

研究代表者は、非行少年の社会内処遇を担

う保護観察官としての実務経験が長く、研究

分担者は 共に家庭裁判所調査官としての

臨床経験が豊富であり、非行臨床におけるリ

スク・アセスメントに精通している。さらに、

分担研究者は、児童教育及び発達教育を専攻

しており、発達障害等の疑いのある子どもが

非行問題を起こすことのないように的確に

リスク・アセスメントを行い、家庭や学校で

の不適応が二次的障害にならないための対

処法の開発を目指して、重大非行を予防する

観点から本研究を行うものである。さらに、

刑事司法システムを基盤として成り立つ我

が国の現行の少年司法システムは、すでに半

世紀以上を経て現代の非行少年の質的変化

に対応していないと思われ、そうした問題意

識をもとに、発達障害や知的障害のある非行

少年に対する、心理臨床的支援を基盤とした

新たな少年司法システムをデザインするこ

とを目的とするものである。

３．研究の方法

研究代表者は、精神障害・発達障害のある

非行少年への非行臨床機関の取組みに関す

る実態把握のため現地調査を中心に行った。

具体的な調査先は、宮城県・福島県・東京都

・大阪府などの保護観察所、児童相談所及び

児童自立支援施設である。

また、分担研究者の廣井は家庭裁判所調査

官としての実践をもとに体系立てた、「司法

臨床」の方法論的視座を土台としながら、現

行の少年司法システムの問題と課題に焦点

化して、家裁調査官、弁護士、児童相談所ス

タッフ、福祉施設スタッフ等から聞き取り調

査を実施した。

同じく岡本は、教師（小、中、高、養護教

員、特別支援学校教員）116人および専門機

関職員（児童相談所職員、児童自立支援施設

職員）80人を対象にアンケートを実施した。

アンケートの構成および項目は、過去におい

て「気になる子ども」の典型的な事例の想起

してもらい、その事例のもつ特徴について回

答してもらうというものである。

４．研究成果

2007 年度は、2008 年 1 月に香港で開催さ

れた「アジア家族療法会議」において、研究

代表者・分担者の３人が、非行臨床における

家族援助について、特に欧米とは異なる基本

構造を有する家族へのアジア型のアプロー

チを校内暴力の事例をもとに共同報告を行

った。

研究分担者の岡本吉生は、特別支援教育が
積極的に実施されている都内の小・中・高校
に出向き、学校・児童生徒・保護者の同意・
協力を得て、発達障害の疑いのある児童生徒
を参与観察し、心理的アセスメントを行い、
学校や家庭生活において生じやすい葛藤状
況の研究を進めた。

2008 年度は、研究グループの 3名は、法学
や福祉を専攻する研究協力者と共に、同年 11
月にオーストラリア・ビクトリア州において、
知的障害のある犯罪者に対する福祉・司法が
協働したプログラムの実地調査を行い、また、
2009 年 3 月には、福島市で「非行臨床の新潮
流」と題するシンポジウムを開催して本研究
の成果公表を行った。
研究分担者の岡本吉生は、精神障害・発達

障害の疑われる児童生徒に対して、教育や福
祉場面で具体的にどのような事例に遭遇し
たのか、その際の課題は何か、有意義な対処
法として他の専門職と共有できる知見があ
るかなどについて、530 人分のアンケート調
査結果を得て集計・分析した。その結果は、
次のとおりである。

（１）診断を受けた「気になる子ども」の障

害の内容（総数 146）はＡＤ／ＨＤが最も多

く（46）、ついでアスペルガー症候群（26 人）

などと続いた（表 1）。また、診断なの「気に

なる子ども」（441）の内訳は、「感情の起伏

の激しさ」（71）が最も多く、次いで「不注

意や多動性」（67）、「対人関係やこだわり」



（60）と続いた。

表１ 精神障害・発達障害の診断内容

自閉性障害 13

アスペルガー症候群 26

AD/HD 46

学習障害 8

行為障害 10

反抗挑戦性障害 8

知的障害 15

気分障害 3

統合失調症 4

不安障害 5

適応障害 6

人格障害 2

（２）「非行あり」が 80 例、「非行なし」が

118 例と、非行なし群がやや多かかった。ま

た非行ありのうち、その非行種別は表 2のと

おりである。

表 2 非行種別の内訳（複数回答）

（３）非行の有無と障害診断の有無との関連

についてクロス集計をした。その結果、非行

のある群は障害の診断を受けている群と有

意に正の関連が見られた（p< .001）。つまり、

今回の調査では、非行群には何らかの精神も

しくは発達障害の診断を受けていることが

明らかとなった。気になる子どもを念頭に書

いてもらったため、特徴的な事例が抽出され

ていることが結果に影響している可能性も

ある。

（４）非行の有無と障害診断の有無との関連

を、教師から回答得た学校群と専門家から回

答を得た専門機関群との間で相違するかど

うかを分析した（表 3）。その結果、学校群の

間では関連性が認められなかったが、専門機

関群の間では有意な関連性が見られた

（p< .05）。

したがって、学校における非行は診断の有無

とは無関係だが、専門機関の対応する非行は

診断付きのものが多いことが明らかとなっ

た。専門機関群が扱う事例がより非行性が深

いと考えられるため、たとえば施設入所する

過程で医学的診断を受けるチャンスが多い

ということもいえる。

表 3 非行、診断の有無の事例種別の集計

（５）親の養育態度と非行との関連も調べた

(表４)。サイモンズによる親の養育態度の類

型との関連では、干渉以外すべての類型で非

行との関連が認められた。つまり、親の養育

態度は非行に対する強いリスクファクター

合計 %

万引 42 35%

自転車・バイク盗 16 13%

ひったくり 1 1%

暴行 3 3%

恐喝 9 8%

傷害 20 17%

薬物使用 0 0%

暴走続加入 1 1%

性非行 12 10%

喫煙 15 13%

診断の有無

事例種別 あり なし 不明 合計

学校の

事例

非行の

有無

あり 6 3 6 15

なし 34 31 18 83

合計 40 34 24 98

専門機関

の事例

非行の

有無

あり 47 9 7 63

なし 14 7 8 29

合計 61 16 15 92



であるといえる。

表４親の養育態度と非行との関連（ｔ検定）

非行の有無 N 平均値 標準偏差

厳格
あり 72 2.0 0.9

なし 108 2.4 0.8

放任
あり 72 2.9 0.8

なし 108 2.4 0.9

干渉
あり 72 2.2 0.9

なし 106 2.3 0.9

保護
あり 72 2.2 0.9

なし 107 2.6 0.8

2009年度は、発達障害・精神障害（疑いを

含む）のある子どもが、二次的障害としての

非行・犯罪に移行するリスク・ファクターに

ついて学校及び家庭場面に注目して、臨床機

関の取組みに関する実態調査を継続した。ま

た、教育や児童福祉に従事する専門職に対し

て、気になる子どもの把握、障害の有無、非

行の有無や家族環境について調査した。非行

群は、一般群に比べて明らかに何らかの障害

の診断を受けていることが多く、障害の有無

は非行の有無よりも非行深度と関連すること

が明らかになった。これらを基に、福島市の

障害のある子どもの親の会と連携して、警察

の少年相談担当者や弁護士も加わった学習会

を開催し、ハンドブック作成の基礎データを

収集した。さらに、2009年6月「日本家族研究

・家族療法学会第26回大会」（広島市）、同

年10月「日本犯罪心理学会第47回大会」（那

覇市）などに研究グループで参画した。

研究成果は、研究代表者・研究分担者各自

が企画責任者となって、所属する大学などを

会場に３回のシンポジウムを開催した。まず

、前述の福島市に加え、2009年７月に京都市

の立命館大学で「ジャスティス・クライエン

トに対する臨床・福祉的アプローチ」をメイ

ンテーマとして、実地調査を行ったオースト

ラリア・ビクトリア州における障害のある犯

罪者への支援、わが国における司法・矯正保

護機関の実態を報告した。そして、12月には

研究グループ各員による総括的な発表に加え

て、学校教育関係者や精神科医などが参画し

てパネルディスカッションを東京都の日本女

子大学で行った。これら３回のシンポジウム

・研究発表会に参加した者を執筆陣とした『

非行臨床の新潮流』（仮題・金剛出版刊）を公

刊するべく編纂作業中である。
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